
上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

（１）広報機
会をとらえた
幅広い周知啓
発

空家等に関するパンフレット等を
作成し、様々な機会をとらえて広
く配布し、適正な管理に関するこ
となどの情報の周知啓発に努めま
す。

・公共施設へのチラシ
　の配架
・固定資産税納税
　通知書へのチラシ
　同封
・各課窓口やイベント
　でのチラシ配布

まちづくり政策課、企画政策課
危機管理課、固定資産税課
協働推進課、福祉総務課
高齢福祉課、
地域包括ケア推進課
環境政策課、環境保全課
建築指導課、土木総務課
予防課、消防署
※上記は庁内における担当者級
ワーキングチーム、課長級推進
会議、部長級調整会議の各会議
体において関係する全課（「以
下、関係各課」とする。）

協定団体
・固定資産税納
　税通知時に窓
　口を周知

・チラシ配架
（１２月）
・各課への依頼

・チラシ配架
　（７月）
・固定資産税納
　税通知時に窓
　口を周知
・各課への依頼

・空家に関する相談会
　のチラシ配架
　（１１月）

上半期実施
各課窓口、イベン
ト等は適時

（２）空家等
の管理促進に
ついての周知

「空家等管理促進月間」を設定す
るなど、所有者等に対して空家等
の管理に関する情報発信や意識啓
発を充実させます。

・管理促進月間の
　設定
・広報での周知

まちづくり政策課 協定団体

・管理促進月間
　（６月）
・広報で周知
　（６月）

・空家に関する相談会
　の実施
　（１１月）
・空家に関する相談会
　の広報及びホーム
　ページでの周知、
　チラシ配架
　（１１月）

上半期実施

（３）高齢者
への情報提供

高齢者に対して相談支援を行う場
合において、必要に応じて空家等
に関する情報提供を行い、周知に
努めます。また、高齢化が進むと
ともに、ひとり暮らし高齢者につ
いても増加する傾向にあることか
ら、将来的に空家等となってしま
う要因の一つと考えられるため、
庁内・外の関係機関との連携を強
化し、平塚市版エンディングノー
ト「わたしのノート」とあわせた
啓発等の効果的な対応に努めま
す。

・高齢者よろず相談
　センターへのチラシ
　配架
・民生委員を通じて
　チラシ配布
・高齢者よろず相談
　センターへの説明

まちづくり政策課
福祉総務課
高齢福祉課
地域包括ケア推進課

高齢者よろず
相談センター

民生委員児童
委員協議会

・高齢者よろず
　相談センター
　チラシ配架
（１２月）
・民生委員にチラ
　シ周知依頼
　（１２月）
・高齢者よろず
　相談センター
　への説明

・高齢者よろず
　相談センター
　にチラシ配架
（７月）
・民生委員にチラ
　シ周知依頼
　（４月）

・高齢者よろず
　相談センターに
　相談会のチラシ配架
　（１１月）
・空家に関する相談会
　の実施
　（１１月）

上半期実施（高齢
者よろず相談セン
ターへの説明は時
期調整）

（４）幅広い
世代への情報
提供

子の世代が親の現在の住居につい
て、あらかじめお互いに考える
きっかけやスムーズに将来の相続
に備えることが出来るよう、幅広
い世代にも空家等に関する情報提
供を行い、周知に努めます。

・高齢者よろず相談
　センターへの説明
・空家相談会の実施

まちづくり政策課
福祉総務課
高齢福祉課
地域包括ケア推進課

協定団体

・高齢者よろず
　相談センター
　への説明
・相談会の実施の
　検討

・高齢者よろず
　相談センターに
　相談会のチラシ配架
　（１１月）
・空家に関する相談会
　の実施
　（１１月）

（１）空家等
相談について
の総合窓口の
設置

空家等に関する市民等からの様々
な相談に対し、総合的な相談窓口
によるワンストップサービスを進
めます。

・まちづくり政策課
　の窓口に表示

まちづくり政策課
・広報で窓口周知
（６月）

・広報及び
　ホームページ
　で周知（１１月）

2018年度当初
窓口設置済み

（２）関連団
体との情報連
携

協働により空家等対策の推進に取
り組むことができるよう、自治会
等の地域や不動産事業者等の関連
団体に必要な情報を提供するとと
もに、地域に出向いて情報収集に
努めるなど、情報連携を進めま
す。

・平自連と民児協
　への説明
・自治会の先進事例
　収集

まちづくり政策課
協働推進課
福祉総務課

民生委員児童
委員協議会

自治会連絡協
議会

・民生委員にチラ
　シ周知依頼
（１２月）
・自治会にチラシ
　周知依頼
（１２月）

・民生委員にチラ
　シ周知依頼
　（４月）
・自治会にチラシ
　周知依頼
　（７月）

・民生委員に空家に関
　する相談会のチラシ
　を周知依頼
　（１０月）
・自治会に空家に関す
　る相談会のチラシを
　周知依頼
　（１０月）

上半期実施

（３）関連す
る部署との定
期的な情報連
携

空家等対策に係る関連する部署に
おいて定期的に情報共有を確認
し、適切に対応します。

・庁内関係各会議体
　における情報共有

関係各課 通年実施

（４）県・近
隣自治体との
情報連携

神奈川県や近隣市町村との空家等
対策に係る情報共有や行政間連携
を図ります。

・県担当者会議での
　情報交換と情報共有

まちづくり政策課 神奈川県 通年実施

（１）実態調
査等の実施

市内の空家等について、県営水道
の閉栓情報に基づく実態調査等を
実施するなど、市内に所在する空
家等の実態把握に努めます。

・県営水道閉栓情報に
　よる実態調査
・補完調査（地図アプ
　リ、登記情報、現地
　調査等）

まちづくり政策課
・実態調査のとり
　まとめ

・改定計画案への反
映

計画見直し
2028年度改定準備

（２）空家等
データベース
の構築

市民等、地域、庁内、関連団体、
登記情報、固定資産税情報、実態
調査等から取得した空家等に関す
る情報を集約する空家等データ
ベースにより、情報の共有と有効
活用を図ります。収集した情報は
定期的に確認のうえ、データベー
ス化し、情報の更新を行います。

・データベースの
　運用と更新

まちづくり政策課
固定資産税課
環境政策課
環境保全課
建築指導課
土木総務課
消防署

・データベースの運用と更新（通年） ・データベースの運用と更新（通年） ・データベースの運用と更新（通年） ・データベースの運用と更新（通年） ・データベースの運用と更新（通年）
2018年度当初
データベース整備済み

（３）個人情
報の適正な管
理

空家等に関する情報を共有する部
署においては、空家法や『「個人
情報の保護に関する法律」及び
「平塚市個人情報の保護に関する
法律施行条例」』に基づき、空家
等に関して収集した情報について
適正に管理します。

・個人情報取扱
　事務登録

まちづくり政策課
固定資産税課
環境政策課
環境保全課
建築指導課
土木総務課
消防署

・個人情報ファイル
簿の見直し

・個人情報ファイル簿の
見直し

・個人情報ファイル
簿の見直し

・個人情報ファイル
簿の見直し

・個人情報ファイル
簿の見直し

・広報またはホームページで窓口周知 ・広報またはホームページで窓口周知 ・広報またはホームページで窓口周知

・民生委員にチラシ周知依頼
・自治会にチラシ周知依頼

・民生委員にチラシ周知依頼
・自治会にチラシ周知依頼

・民生委員にチラシ周知依頼
・自治会にチラシ周知依頼

・チラシ配架
・固定資産税納税通知時に窓口を周知

・チラシ配架
・固定資産税納税通知時に窓口を周知

・チラシ配架
・固定資産税納税通知時に窓口を周知

・管理促進月間
・広報またはホームページで周知
・空家に関する相談会の実施
・空家に関する相談会の広報及びホーム
　ページでの周知、チラシ配架

・管理促進月間
・広報またはホームページで周知
・空家に関する相談会の実施
・空家に関する相談会の広報及びホーム
　ページでの周知、チラシ配架

・管理促進月間
・広報またはホームページで周知
・空家に関する相談会の実施
・空家に関する相談会の広報及びホーム
　ページでの周知、チラシ配架

・高齢者よろず相談センターにチラシ配
架
・民生委員にチラシ周知依頼

・高齢者よろず相談センターにチラシ配
架
・民生委員にチラシ周知依頼

・高齢者よろず相談センターにチラシ配
架
・民生委員にチラシ周知依頼

・高齢者よろず相談センターに相談会の
　チラシ配架
・空家に関する相談会の実施

・高齢者よろず相談センターに相談会の
　チラシ配架
・空家に関する相談会の実施

・高齢者よろず相談センターに相談会の
　チラシ配架
・空家に関する相談会の実施

平塚市空家等対策計画の推進（第３章関連）

基本施策 取組
施策

具体的取組
実施する
事業・対応

備  考
（達成・実現時期等）

Ⅰ 情報の共有
と管理

　空家等に関する様々な
情報について、周知啓発
や必要な情報共有を進め
るとともに、空家等に関
する情報を適正に管理
し、有効に活用します。

２
情報共有
の充実

３
情報の適
正な管理

関連団体等
令和５年度（2023年度）

令和６年度（2024年度）

(R6.12末までの実績)
令和７年度（2025年度） 令和８年度（2026年度） 令和９年度（2027年度）

関係課

・会議の開催
（担当者級ワーキングチーム、
課長級推進会議）

・会議の開催
（担当者級ワーキングチーム、
　課長級推進会議）

・会議の開催
（担当者級ワーキングチーム、
課長級推進会議、部長級調整会議）

１
周知啓発
の推進

・県担当者会議
（年2回）

・県担当者会議
（年2回）
※第１回：９月開催

・県営水道閉栓情報による実態調査
（必要に応じて随時）

・県営水道閉栓情報による実態調査
（必要に応じて随時）

・県営水道閉栓情報による実態調査
（必要に応じて随時）

・計画の改定に向けた全市内を対象
　とする実態調査及び補完調査

・会議の開催
（担当者級ワーキングチーム、
課長級推進会議、部長級調整会議）

・会議の開催
（担当者級ワーキングチーム、
課長級推進会議、部長級調整会議）

・県担当者会議
（年2回）
※第１回：９月開催

・「特定空家等判断基準マニュアル
（案）」改定検討会議
※（６月）、（９月）、（１２月）
　１２月は書面開催

・県担当者会議
（年2回）

・県担当者会議
（年2回）
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上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

基本施策 取組
施策

具体的取組
実施する
事業・対応

備  考
（達成・実現時期等）

関連団体等
令和５年度（2023年度）

令和６年度（2024年度）

(R6.12末までの実績)
令和７年度（2025年度） 令和８年度（2026年度） 令和９年度（2027年度）

関係課

（１）地域と
の相互情報提
供

地域住民や、地域生活と密接な関
係を持つ自治会や民生委員児童委
員等の地域の関連団体と連携し、
相互に必要な情報を提供しあうこ
とで、空家等の発生抑制に努めま
す。

・平自連と民児協
　への依頼
・自治会の先進事例
　研究

まちづくり政策課
協働推進課
福祉総務課

自治会連絡協
議会

民生委員児童
委員協議会

・民生委員にチラ
　シ周知依頼
（１２月）
・自治会にチラシ
　周知依頼
（１２月）

・民生委員にチラ
　シ周知依頼
　（４月）
・自治会にチラシ
　周知依頼
　（７月）

・民生委員に空家に関
　する相談会のチラシ
　を周知依頼
　（１０月）
・自治会に空家に関す
　る相談会のチラシを
　周知依頼
　（１０月）

通年実施

（２）高齢者
よろず相談セ
ンター（地域
包括支援セン
ター）との連
携

地域において高齢者に接する平塚
市高齢者よろず相談センター（地
域包括支援センター）と連携し、
寄せられた空家等の情報を適切な
関係機関につなげるなど、早期の
対応に努めます。

・ケアマネジャー
　や管理者等の会議
　で依頼

まちづくり政策課
地域包括ケア推進課

高齢者よろ
ず相談セン
ター

通年実施

（３）ごみ屋
敷等への対応

その土地が廃棄物その他の物により
著しく周辺の環境を損なう状態にあ
ると認められるときは、「平塚市さ
わやかで清潔なまちづくり条例」や
その他関連する条例等に基づいて適
正な管理を指導します。

・ごみ屋敷の把握 環境政策課 通年実施

（１）空家等
の早期発見

自治会等の関連団体や庁内関係課
との連携により地域情報を得ると
ともに、空家等に関する地域巡視
を行い、空家等の早期発見に努め
ます。特に、火災発生時に延焼す
る可能性の高い地域（木造住宅の
密集地域や住宅不燃化の低い地域
など）において、管理不全空家等
の早期発見や指導に努めます。

・定期巡回の実施
・職員への情報
　提供依頼

まちづくり政策課
協働推進課
消防署

・定期巡回
（通年）
・職員への情報
　提供依頼
（6、８月）

・職員への情報
　提供依頼
（１１月）

・定期巡回
（通年）

・職員への情報
　提供依頼
（１２月）

・定期巡回
（通年）
・職員への情報
　提供依頼
（6、８月）

・職員への情報
　提供依頼
（１１月）

・定期巡回
（通年）
・職員への情報
　提供依頼
（6、８月）

・職員への情報
　提供依頼
（１１月）

・定期巡回
（通年）
・職員への情報
　提供依頼
（6、８月）

・職員への情報
　提供依頼
（１１月）

定期巡回は区分別
に実施

（２）管理空
家等への注意
喚起・情報提
供

管理空家等の所有者等に対して
は、管理不全空家等になってしま
わないよう適正な管理を促すほ
か、利活用等についても情報提供
を行うなど対応の充実に努めま
す。

・管理継続通知と
　アンケート

まちづくり政策課
・広報で管理継続
　の周知（６月）

・広報及び
　ホームページ
　で周知
　（１１月）

上半期実施

（１）事業者
等の関連団体
との連携

不動産や法律等に関する関連団体
と協定を締結するなど、連携体制
を構築して空家等に関する相談体
制を充実させ、相談会等の実施を
検討します。また、相続人等が空
家等の利活用を検討する場合に、
家財道具の処分など必要な対応が
可能な事業者関連団体との新たな
協定締結を検討します。

・相談協定の締結 まちづくり政策課 協定団体 通年実施

（２）住宅支
援等の関連団
体との連携

住宅支援や空家等の管理等に関す
る関連団体と連携し、空家等に関
する相談体制を充実させ、空家等
を管理しやすい環境づくりを進め
ます。

・居住支援協議会
　との連携
・市内関連団体の
　把握

まちづくり政策課

居住支援協議
会

住宅支援関連
団体

通年実施

１
地域との連
携による空
家等の発生
抑制

・チラシの配架などにより情報提供
　を依頼
・高齢者よろず相談センターに
　相談会のチラシ配架
　（１１月）

・必要に応じて新たな協定締結
・協定団体との意見交換

２
空家等の
早期発見
と対応の
充実

・必要に応じて新たな協定締結
・協定団体との意見交換

・必要に応じて新たな協定締結
・協定団体との意見交換

・必要に応じて新たな協定締結
・協定団体との意見交換

・必要に応じて新たな協定締結
・協定団体との意見交換

・民生委員にチラシ周知依頼
・自治会にチラシ周知依頼

・民生委員にチラシ周知依頼
・自治会にチラシ周知依頼

・居住支援協議会との連携
・住宅支援団体の把握・連携

・居住支援協議会との連携
・住宅支援団体の把握・連携

Ⅱ 空家等の発
生抑制

　市民等や関連団体と協
働して取り組むことがで
きる環境を整えること
で、空家等の早期発見に
つなげ、管理不全空家等
の発生や増加を抑制しま
す。

３
関連団体
との連携
強化

・居住支援協議会との連携
・住宅支援団体の把握・連携

・居住支援協議会との連携
・住宅支援団体の把握・連携

・居住支援協議会との連携
・住宅支援団体の把握・連携

・チラシの配架などにより情報提供
　を依頼
・高齢者よろず相談センターへの
　説明

・チラシの配架などにより情報提供
　を依頼
・高齢者よろず相談センターへの
　説明

・チラシの配架などにより情報提供
　を依頼
・高齢者よろず相談センターへの
　説明

・チラシの配架などにより情報提供
　を依頼
・高齢者よろず相談センターへの
　説明

・広報またはホームページで管理継続の
　周知

・広報またはホームページで管理継続の
　周知

・広報またはホームページで管理継続の
　周知

・適正管理指導（通年） ・適正管理指導（通年） ・適正管理指導（通年） ・適正管理指導（通年） ・適正管理指導（通年）

・民生委員にチラシ周知依頼
・自治会にチラシ周知依頼
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上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

基本施策 取組
施策

具体的取組
実施する
事業・対応

備  考
（達成・実現時期等）

関連団体等
令和５年度（2023年度）

令和６年度（2024年度）

(R6.12末までの実績)
令和７年度（2025年度） 令和８年度（2026年度） 令和９年度（2027年度）

関係課

（１）庁内連
携による速や
かな指導体制
の構築と強化

管理不全空家等に関しては、不動
産登記情報その他から所有者等を
確認し、個別の課題について関連
する部署と連携しながら、速やか
に指導を開始します。また、これ
まで取組んできた対策や空家等を
取り巻く現状を踏まえ、対応マ
ニュアルを更新するなど、連携及
び指導体制の強化を図ります。

・適正管理指導
・庁内関係各会議体
　の実施
・マニュアルの運用
　と見直し

関係各課

通年実施
・マニュアルの見
直しは２０２４年
度までに

（２）所有者
等不明案件へ
の対応

管理不全空家等の所有者等やその
所在が判明しない場合などにおい
て、協定を締結した関連団体との
連携強化や必要に応じて弁護士相
談を行うなど、事例ごとに必要な
指導を実施します。

・財産管理制度
　の活用検討

まちづくり政策課
空家等対策
協議会

通年実施

（３）準特定
空家等への対
応

これまでの取組から、特定空家等に
至らないまでも近隣に大きな影響を
及ぼしており、長期間改善が見られ
ない管理不全空家等が大きな課題で
す。相続が円滑になされない、所有
者が遠方に住んでいることなどが要
因であることが多く、そのような管
理不全空家等を準特定空家等とし、
空家法第12条に基づく助言のほか、
必要な指導を強化します。

・適正管理指導
・庁内関係各会議体
　の実施
・マニュアルの運用
　と見直し

関係各課
空家等対策
協議会

・管理不全空家等
　及び特定空家等
　判断基準の策定
　等に係る考え方
　の検討

・管理不全空家等
　及び特定空家等
　判断基準(案)の
　作成

通年実施
基準の策定は２０
２４年度までに

（４）特定空
家等の認定

空家等の状況や地域性などを考慮
した上で、「平塚市特定空家等判
断基準」に基づいて、特定空家等
の認定を行います。改正された
「「特定空家等に対する措置」に
関する適切な実施を図るために必
要な指針」（ガイドライン）に則
り、基準を更新します。

・基準の運用
　と見直し

関係各課
空家等対策
協議会

・管理不全空家等
　及び特定空家等
　判断基準の策定
　等に係る考え方
　の検討

・管理不全空家等
　及び特定空家等
　判断基準(案)の
　作成
・必要に応じて特
　定空家等に認定

通年実施
基準の策定は２０
２４年度までに

（５）特定空
家等にかかる
行政代執行の
措置の検討

特定空家等において、所有者等が不
明の場合や空家法に基づく助言・指
導や勧告、命令を行っても必要な対
応がなされない場合には、空家法及
び行政代執行法の定めるところに
従って、庁内関係各課との連携を強
化し、行政代執行等による必要な措
置を行うことを検討します。

・代執行事例の研究
・代執行の検討

関係各課
空家等対策
協議会

通年実施

（１）安全確
保のための仕
組みづくり

周辺への危険が差し迫る状態の空
家等に対し、最低限の応急的な安
全確保ができるよう、緊急対応や
即時執行等ができる仕組みづくり
を検討します。

・特定空家等の緊急代
　執行制度の活用検討
・管理不全空家等の緊
　急対応の仕組み検討

関係各課 通年実施

（２）協働に
よる速やかな
対応

自治会や民生委員児童委員等の地
域関連団体と連携し、それぞれの
活動の中で得られた情報を共有す
るなど、管理不全空家等に対して
速やかな対応に努め、地域の安心
安全につながるよう対応の充実を
図ります。

・平自連と民児協に
　依頼
・自治会先進事例
　研究

まちづくり政策課
福祉総務課
協働推進課

自治会連絡協
議会
民生委員児童
委員協議会
空家等対策協
議会

・空家等対策協議
　会での意見聴取
（９月）

・民生委員にチラ
　シ周知依頼
　（１２月）
・自治会にチラシ
　周知依頼
　（１２月）
・空家等対策協議
　会での意見聴取
（３月）

・民生委員にチラ
　シ周知依頼
　（４月）
・自治会にチラシ
　周知依頼
　（７月）
・空家等対策協議
　会での意見聴取

・空家等対策協議
　会での意見聴取

上半期実施（空家
等対策協議会は上
半期と下半期の年
２回開催予定）

・法改正により可能となった特定空家
　等の緊急代執行制度について、生じ
　た事例に応じて関係各課と連携し活
　用を検討
・その他の管理不全空家等の緊急対応
　の仕組みを事例に応じて検討

・案件（長期未対応、相続人不存在
　等）に応じてカテゴリー分けを行
　い、財産管理人制度の活用を含め
　た効果的な措置（勧告、命令）を
　検討
・必要に応じて管理不全空家等に認定

・案件（長期未対応、相続人不存在
　等）に応じてカテゴリー分けを行
　い、財産管理人制度の活用を含め
　た効果的な措置（勧告、命令）を
　検討
・必要に応じて管理不全空家等に認定

・案件（長期未対応、相続人不存在
　等）に応じてカテゴリー分けを行
　い、財産管理人制度の活用を含め
　た効果的な措置（勧告、命令）を
　検討
・必要に応じて管理不全空家等に認定

・案件（長期未対応、相続人不存在
　等）に応じてカテゴリー分けを行
　い、財産管理人制度の活用を含め
　た効果的な措置を検討
・代執行については、法改正による
　緊急代執行制度等の活用も検討

・案件（長期未対応、相続人不存在
　等）に応じてカテゴリー分けを行
　い、財産管理人制度の活用を含め
　た効果的な措置を検討
・代執行については、法改正による
　緊急代執行制度等の活用も検討

・案件（長期未対応、相続人不存在
　等）に応じてカテゴリー分けを行
　い、財産管理人制度の活用を含め
　た効果的な措置を検討
・代執行については、法改正による
　緊急代執行制度等の活用も検討

・案件（長期未対応、相続人不存在
　等）に応じてカテゴリー分けを行
　い、財産管理人制度の活用を含め
　た効果的な措置を検討
・代執行については、法改正による
　緊急代執行制度等の活用も検討

・必要に応じて特定空家等に認定 ・必要に応じて特定空家等に認定 ・必要に応じて特定空家等に認定

・管理不全空家等及び特定空家等判断基準
の策定
（神奈川県を中心とし、県内市町村が参加
している「特定空家等判断基準マニュアル
（案）改定検討会議」において協議中）

・管理不全空家等及び特定空家等判断基準
の策定
（神奈川県を中心とし、県内市町村が参加
している「特定空家等判断基準マニュアル
（案）改定検討会議」において協議中）

・法改正により可能となった特定空家
　等の緊急代執行制度について、生じ
　た事例に応じて関係各課と連携し活
　用を検討
・その他の管理不全空家等の緊急対応
　の仕組みを事例に応じて検討

・法改正により可能となった特定空家
　等の緊急代執行制度について、生じ
　た事例に応じて関係各課と連携し活
　用を検討
・その他の管理不全空家等の緊急対応
　の仕組みを事例に応じて検討

・法改正により可能となった特定空家
　等の緊急代執行制度について、生じ
　た事例に応じて関係各課と連携し活
　用を検討
・その他の管理不全空家等の緊急対応
　の仕組みを事例に応じて検討

・法改正により可能となった特定空家
　等の緊急代執行制度について、生じ
　た事例に応じて関係各課と連携し活
　用を検討
・その他の管理不全空家等の緊急対応
　の仕組みを事例に応じて検討

・民生委員にチラシ周知依頼
・自治会にチラシ周知依頼
・空家等対策協議会での意見聴取

・民生委員にチラシ周知依頼
・自治会にチラシ周知依頼
・空家等対策協議会での意見聴取

・制度研究
・新しい制度創設のための検討

Ⅲ 空家等の適
正管理

　地域に存在する管理不
全空家等に対して適切な
指導を行い、管理不全状
態の解消と適正管理を進
めることで、地域の安心
安全の充実を図ります。

１
適正管理
指導の強
化

・適正管理指導
・定期巡回
・会議の開催
（担当者級ワーキングチーム、
課長級推進会議）
・マニュアルの見直し検討

・適正管理指導
・定期巡回
・会議の開催
　（担当者級ワーキングチーム、
　　課長級推進会議）
・マニュアルの見直し

・適正管理指導
・定期巡回
・会議の開催
（担当者級ワーキングチーム、
課長級推進会議、部長級調整会議

・適正管理指導
・定期巡回
・会議の開催
（担当者級ワーキングチーム、
課長級推進会議、部長級調整会議

・適正管理指導
・定期巡回
・会議の開催
（担当者級ワーキングチーム、
課長級推進会議、部長級調整会議

・制度研究
・新しい制度創設のための検討

２
地域の安
心安全の
充実

・制度研究
・新しい制度創設のための検討

・案件（長期未対応、相続人不存在
　等）に応じてカテゴリー分けを行
　い、財産管理人制度の活用を含め
　た効果的な措置を検討
・代執行については、法改正による
　緊急代執行制度等の活用も検討

・民生委員にチラシ周知依頼
・自治会にチラシ周知依頼
・空家等対策協議会での意見聴取

・制度研究
・新しい制度創設のための検討

・制度研究
・新しい制度創設のための検討
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上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

基本施策 取組
施策

具体的取組
実施する
事業・対応

備  考
（達成・実現時期等）

関連団体等
令和５年度（2023年度）

令和６年度（2024年度）

(R6.12末までの実績)
令和７年度（2025年度） 令和８年度（2026年度） 令和９年度（2027年度）

関係課

（１）空家等
の利活用に関
する検討

空家等の利活用環境の充実に向け
て、コンパクトシティ・プラス・
ネットワークの考え方に基づき、
居住誘導のエリア戦略や中古住宅
等の流通促進など、利用可能な空
家等もしくはその跡地の利活用に
ついて検討します。

・利活用事例の研究
・都市マスタープラン
　の運用
　（立地適正化計画の
      検討と連動）

まちづくり政策課
空家等対策
協議会

通年実施通年

（２）解体に
対する支援に
ついての検討

空家等を解体しやすい環境を目指
し、解体に対する助成等を含む支
援の充実を図ります。

・事例研究（ワーキング
　等での意見交換）
・解体関連補助金等の
　検討

まちづくり政策課
空家等対策
協議会

通年実施

（３）平塚市
空家バンクに
よる利活用の
充実

平塚市空家バンクについて、関連
団体及び関係各課との連携を強化
するとともに登録物件を増やす
等、より利活用しやすい環境の充
実を図ります。

・不動産団体と意見
　交換
・空家バンク制度周知

まちづくり政策課
不動産関連
団体

2018年度空家バ
ンク運用開始

（４）住宅
セーフティ
ネット制度の
活用検討

高齢者等の配慮が必要な方の円滑
な住宅確保のための「住宅セーフ
ティネット制度」について、空家
等の利活用の観点において、関係
部局と連携しながら活用を検討し
ます。

・住宅セーフティネッ
　ト制度周知啓発
・物件案内

まちづくり政策課
福祉総務課
高齢福祉課

通年実施通年

（５）優良ス
トック化の促
進

住宅等が空家等になった場合に、
良質な住宅ストックとして市場へ
再流通できるよう、居住中の既存
住宅の耐震化を図ります。

・建築指導課との
　意見交換及び調整

まちづくり政策課
建築指導課

建築関連団
体

通年実施

（１）関連団
体との連携に
よる利活用の
推進

空家等の利活用に関して、市民等の
ほか、地域や事業者等、大学、NPO
等の関連団体と連携し、地域での
ニーズ等を考慮した上で、空家等の
再流通や地域リノベーションなど、
住宅ストックを地域資源として有効
活用することを検討します。

・事例研究
・関連団体の把握
・モデル事業実施

まちづくり政策課
空家等対策
協議会

（２）庁内で
の横断的対応

空家等の利活用については、まち
づくり分野だけでなく、福祉分野
や市民活動分野など、関連する部
署と必要な連携を図り、強化させ
ながら検討を進めます。

・ワーキング等での
　情報共有
・庁内情報共有と意見
　交換

関係各課

（１）管理状
況の把握

マンションの管理状況を把握する
ため、管理組合へのアンケート調
査等の実態調査を実施することを
検討します。

・管理組合へのアンケー
　ト調査の検討

まちづくり政策課
建築指導課

・調査のとりまと
　め

・改定計画案への
反映

計画見直し
2028年度改定準備

（２）管理計
画の認定事務
及び助言・指
導等

適正なマンション管理を推進する
ため、マンション管理適正化法に
基づき管理計画の認定事務を行い
ます。また、必要に応じて、助
言・指導等を行います。

・マンションの認定事務
　及び案件共有
・助言、指導

まちづくり政策課
建築指導課

通年実施

（３）管理組
合によるマン
ションの管理
の適正化に関
する指針に関
する事項

「平塚市マンション管理適正化指
針」については、国のマンション
管理適正化指針と同様の内容とし
ます。なお、実態調査等を踏ま
え、必要に応じ、本市の地域性に
応じたマンション管理の基準の作
成を検討します。

・本計画、認定事務の
　運用
・基準の作成検討
（運用、実態調査等を踏
まえ、必要に応じて）

まちづくり政策課
建築指導課

通年実施

（４）周知
啓発

マンション管理計画の認定制度及
び希望するマンション管理組合に
対するマンション管理士や建築士
等のアドバイザー派遣制度等につ
いて、市窓口・広報紙やホーム
ページ等を通じて、周知啓発を進
めます。

・周知啓発 関係各課 ・周知啓発 ・周知啓発 ・周知啓発 ・周知啓発 通年実施

通年実施【（１）と
（２）は連動】

２
利活用連
携体制の
促進

・関連団体の把握と連携
・事例研究
・庁内情報共有と意見交換

・関連団体の把握と連携
・事例研究
・庁内情報共有と意見交換

・関連団体の把握と連携
・事例研究
・庁内情報共有と意見交換

・関連団体の把握と連携
・事例研究
・庁内情報共有と意見交換

・関連団体の把握と連携
・事例研究
・庁内情報共有と意見交換

・「平塚市木造住宅耐震化促進事業
　補助金」等の制度周知
・意見交換

・「平塚市木造住宅耐震化促進事業
　補助金」等の制度周知
・意見交換

・「平塚市木造住宅耐震化促進事業
　補助金」等の制度周知
・意見交換

・「平塚市木造住宅耐震化促進事業
　補助金」等の制度周知
・意見交換

・「平塚市木造住宅耐震化促進事業
　補助金」等の制度周知
・意見交換

・利活用事例の研究（通年）

Ⅳ 空家等の利
活用の促進

　市民等、関連団体との
協働や連携体制の充実に
より、空家等を利活用し
やすい環境づくりを推進
します。

１
利活用環
境の充実

・利活用事例の研究 ・利活用事例の研究（通年） ・利活用事例の研究（通年） ・利活用事例の研究（通年）

・事例研究
・国制度研究
・実施体制の検討

・事例研究
・国制度研究
・実施体制の検討

・事例研究
・国制度研究
・実施体制の検討

・事例研究
・国制度研究
・実施体制の検討

・運用
・制度周知（チラシ配架等）
・不動産関連団体と連携し、空家
　バンクに掲載することで流通が
　促進される物件等の所有者への
　積極的な周知依頼

・運用
・制度周知（チラシ配架等）
・不動産関連団体と連携し、空家
　バンクに掲載することで流通が
　促進される物件等の所有者への
　積極的な周知依頼

・運用
・制度周知（チラシ配架等）
・不動産関連団体と連携し、空家
　バンクに掲載することで流通が
　促進される物件等の所有者への
　積極的な周知依頼

・関係各課と連携した制度周知
・関係各課窓口における物件案内

・関係各課と連携した制度周知
・関係各課窓口における物件案内

・関係各課と連携した制度周知
・関係各課窓口における物件案内

・関係各課と連携した制度周知
・関係各課窓口における物件案内

・１件登録（12月登録、2月成約済）
・制度周知（チラシ配架等）
・不動産関連団体と連携し、空家
　バンクに掲載することで流通が
　促進される物件等の所有者への
　積極的な周知依頼

Ⅴ マンション
管理の適正化の
推進

　マンションの管理状況
の把握や実態調査、管理
計画の認定制度等の周知
啓発及び必要に応じて助
言・指導等を行うこと
で、将来マンションが管
理不全化しないよう管理
の適正化を推進します。

１
管理の適
正化や啓
発等

・管理組合へのアンケート調査の
　検討

・管理組合へのアンケート調査の
　検討

・管理組合へのアンケート調査の
　検討

・管理組合へのアンケート調査

・１件認定（６月）
・助言、指導

・１件認定（７月）
・助言、指導

・マンションの認定事務及び案件共有
・助言、指導

・マンションの認定事務及び案件共有
・助言、指導

・周知啓発
・神奈川県主催の令和６年度マンション
　管理組合交流会の周知連携

・マンションの認定事務及び案件共有
・助言、指導

・本計画、認定事務の運用
・基準の作成検討（運用、実態調査等
　を踏まえ、必要に応じて）
（令和６年９月１８日開催の第１回「神奈
川県マンション政策行政実務者会議」に参
加及び令和７年２月２８日開催の第２回に
参加予定

・本計画、認定事務の運用
・基準の作成検討（運用、実態調査等
　を踏まえ、必要に応じて）

・本計画、認定事務の運用
・基準の作成検討（運用、実態調査等
　を踏まえ、必要に応じて）

・本計画、認定事務の運用
・基準の作成検討（運用、実態調査等
　を踏まえ、必要に応じて）

・本計画、認定事務の運用
・基準の作成検討（運用、実態調査等
　を踏まえ、必要に応じて）

・関係各課と連携した制度周知
・関係各課窓口における物件案内

・運用
・制度周知（チラシ配架等）
・不動産関連団体と連携し、空家
　バンクに掲載することで流通が
　促進される物件等の所有者への
　積極的な周知依頼

・事例研究
・国制度研究
・実施体制の検討
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